
令和７年度第３回旭川方面士別警察署協議会議事概要

１ 開催日時
令和７年12月10日（水） 午後２時０分から午後３時０分まで

２ 開催場所
士別警察署 会議室

３ 出席者
⑴ 協議会委員 ６人（定員６人）
会 長 伊 藤 佳 子
副 会 長 村 上 幸 博
委 員 穴 田 恒 夫、石 上 厚 子、岡 田 浩 幸

大 野 奈緒美

⑵ 警察署員 ５人
署 長 猪 股 秀 章
副 署 長 中 山 雄 一

小瀬川 裕 明刑事・生活安全課長
小 川 一 憲地 域 ・ 交 通 課 長

警 務 係 長

４ 会長挨拶
、 。委員の皆さまには 協議会が円滑に進行できますよう御協力をお願いします

５ 署長挨拶
北海道内において、交通死亡事故が増加しており、これ以上の発生を防ぐた
めの各種活動を実施しております。
また、令和８年北海道警察重点目標等が決定されました。
今後も重点目標等の達成に向けた取り組みを強力に推進して参ります。

６ 業務概況説明
⑴ 刑法犯認知・検挙状況
⑵ 特別法犯検挙状況
⑶ 特殊詐欺事件発生状況
⑷ 人身安全関連事案認知状況
⑸ 交通事故発生状況
⑹ 士別警察署の主な出来事・活動

７ 諮問事項
山岳救助隊及び航空隊の活動について

８ 質疑応答、意見・要望
⑴ 特殊詐欺の当初接触ツールについて
【委員】
特殊詐欺に関して犯人からの最初の接触は電話が多いですか。
【警察】
犯人からの接触は電話が多いです。
また、当初接触ツールの大半が被害者携帯電話への架電となっています。

⑵ 国際電話利用契約の利用休止広報啓発の推進について
【委員】
特殊詐欺対策として、国際電話の利用休止をしてもらうためには、地域住民
の方への周知や、実際に携帯電話を操作してあげるなど、きめ細やかな対応が
必要だと思いますので、啓発活動を推進してください。
【警察】
当署では、地域住民の皆様への啓発のほか、自治体主催の研修会等での広報
を行っており、引き続き、広報啓発活動を実施して参ります。



委員の皆様からも、親族・友人・地域住民の方等へ、特殊詐欺の手口や対策
などを周知していただきますようご協力をお願いします。


